
１．全体の編綴方法 ２．各保険者別の編綴方法
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※注意事項

①

　
　　

特　別　療　養　費

国保は保険者ごとに請求書を付け、請求書ごとに
綴って請求すること。
後期高齢は都道府県広域連合ごと（保険者番号ご
とに綴る必要なし）に請求すること。
公費併用明細書は、公費負担番号順に請求するこ
と。
 国保・後期高齢の県外分はまとめて県内分の上に
綴ること。

県単福祉医療助成金請求書、特別療養費について
は、各々診療報酬明細書とは別綴じにして請求す
ること。
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（１）国保診療報酬明細書 （２）後期高齢者医療診療報酬明細書
（注）後期分は、都道府県広域連合毎に

　　　請求書を付ける。
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